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訓 令

北海道訓令第２号

本 庁
出 先 機 関

北海道職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令

北海道職員の勤務時間に関する規程（昭和 年北海道訓令第１号）の一部を次のように改
める。
第５条の次に次の１条を加える。
（早出遅出勤務職員の勤務時間等）
第５条の２ 北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例第９条の２第１項（同条第２項に
おいて準用する場合を含む。）に規定する早出遅出勤務をさせる職員の勤務時間、休憩時
間及び休息時間については、第２条から第４条までの規定にかかわらず、別に定める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

〇北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則………………
道警察本部告示

〇特定調達契約に係る入札の公告（２件）……………………………………………………

興行の
種 別

興 行 の 題 名 制 作 会 社 又 は
配 給 会 社

指定の
範 囲

指 定 の 理 由

映 画 昭和エロ浪漫 生娘の恥じらい オ ー ピ ー 映 画

全 部

著しく粗 性を助長し、性的
感情を刺激し、又は道義心を
傷つけるもの等であって、青
少年の健全な育成を害するお

同 義父の愛戯 喪服のとまどい 同
同 マンダレイ ギ ャ ガ ・ コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン ズ
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北海道告示第 号

救急病院等を定める省令（昭和 年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による次の救急
病院から、同項の申出を撤回する旨の届出があった。
なお、届出のあった救急病院の所在地及び申出撤回日は、省略し、北海道保健福祉部医療
政策課に備え置いて縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
医療法人社団カレスサッポロ形成外科メモリアル病院（札幌市）

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。

平成 年２月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

札幌市の項医療法人財団敬和会時計台病院の事項中「医療法人財団敬和会時計台病院」を
「特定医療法人社団カレスサッポロ時計台病院」に改め、同項 東日本札幌病院の事項
及び医療法人社団いとう整形外科病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め、
同項医療法人社団カレスサッポロ形成外科メモリアル病院の事項を削り、同項医療法人社団
カレスアライアンス天使病院の事項の次に次の一事項を加える。
コスモ脳神経外科 札幌市東区北 条東 丁目１ １ 平成
札幌市の項医療法人二樹会足立外科クリニックの事項の次に次の一事項を加える。
医療法人朋仁会整形外科札幌 札幌市東区伏古５条３丁目３番 平成
リハビリテーション病院 ２号
札幌市の項医療法人社団静和会静和記念病院の事項、独立行政法人国立病院機構西札幌病
院の事項及び医療法人社団北海道恵愛会新札幌恵愛会病院の事項中「平成 」を「平
成 」に改める。
函館市の項市立函館恵山病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
旭川市の項旭川医科大学医学部附属病院の事項中「旭川医科大学医学部附属病院」を「旭
川医科大学病院」に改める。
江別市の項医療法人渓和会江別病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め

る。
士別市の項市立士別総合病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
美幌町の項美幌町立国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に改

める。
別海町の項町立別海病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
羅臼町の項羅臼町国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め

る。

映 画 素敵な片思い オ ー ピ ー 映 画 それがあると認められるため

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、東和土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 荒 川 和 雄 旭川市東旭川町下兵村 番地
同 同 同 青 木 哲 也 上川郡東川町西２号北２番地
同 同 同 石 山 修 同 東５号北 番地
同 同 同 石 本 悟 同 西８号北 番地
同 同 同 林 次 男 同 西７号北 番地
同 同 同 中 原 実 同 東５号北 番地
同 同 同 岩 崎 正 則 旭川市東旭川町忠別 番地の６
同 同 同 荻 野 繁 雄 同 東旭川町日ノ出４番地の３
同 同 同 鈴 木 貞 雄 同 東旭川町上兵村 番地
同 同 同 淺 田 拓 同 東旭川町旭正 番地
同 同 同 朝 倉 和 明 同 東旭川町共栄 番地
同 同 同 橋 哲 夫 同 東旭川町豊田 番地の２
同 同 同 大 橋 政 美 同 東旭川町瑞穂 番地の２
同 同 同 外 山 弘 美 同 東旭川町東桜岡 番地の１
同 同 同 妹 尾 晴 治 上川郡東神楽町 号南 番地
同 同 同 唐 太 強 同 南１番通 番地
同 同 同 蒔 田 敏 雄 同 ８号南４番地
同 同 同 飯 田 建 夫 同 南 号左支線奥 番地
同 同 同 宮 井 晃 一 同 字志比内 番地
同 同 監 事 山 地 博 己 同 東川町西町３丁目９番１号
同 同 同 柏 木 則 行 旭川市東旭川町米原 番地の１
同 同 同 岡 光 男 上川郡東神楽町 号南 番地
退 任 同 理 事 下 清 男 同 号南 番地
同 同 同 林 次 男 同 東川町西７号北 番地
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北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第５項において準用する同法第８条第１
項の規定により、当別町の行う土地改良（当別太美地区維持管理）事業の施行の協議につい
て審査の結果、適当と決定した。
その関係書類は、北海道石狩支庁に備え置いて、平成 年２月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 目梨郡羅臼町共栄町６の１地先・海岸町 の１地先・

の１（以上２筆地先１筆について次の図に示す部分に限
る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室支庁経
済部林務課及び羅臼町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 目梨郡羅臼町共栄町６の１地先・６の１・海岸町 の１

地先・ の１・ の２（以上２筆地先３筆について次の図
に示す部分に限る。）

２ 指 定 の 目 的 公衆の保健
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室支庁経
済部林務課及び羅臼町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。

退 任 平成 理 事 蝶 野 昭 一 上川郡東川町西９号北 番地
同 同 同 青 木 哲 也 同 西２号北２番地
同 同 同 中 原 実 同 東５号北 番地
同 同 同 荒 川 和 雄 旭川市東旭川町下兵村 番地
同 同 同 野 村 義 孝 同 東旭川町忠別 番地の１
同 同 同 鈴 木 貞 雄 同 東旭川町上兵村 番地
同 同 同 荻 野 繁 雄 同 東旭川町日ノ出４番地の３
同 同 同 谷 口 紀 義 同 東旭川町共栄 番地
同 同 同 淺 田 拓 同 東旭川町旭正 番地
同 同 同 橋 哲 夫 同 東旭川町豊田 番地の２
同 同 同 大 橋 政 美 同 東旭川町瑞穂 番地の２
同 同 同 外 山 弘 美 同 東旭川町東桜岡 番地の１
同 同 同 山 口 高 司 上川郡東神楽町 号南２番地
同 同 同 蒔 田 敏 雄 同 ８号南４番地
同 同 同 西 山 佳 延 同 南 号左２の２番地
同 同 同 武 田 恭 一 同 字志比内 番地
同 同 監 事 山 地 博 己 同 東川町西町３丁目９番１号
同 同 同 岡 光 男 同 東神楽町 号南 番地
同 同 同 柏 木 則 行 旭川市東旭川町米原 番地の１
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平成 年２月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林の所在場所 礼文郡礼文町大字香深村字ナイヲロ
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
字ナイヲロ （次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐は、択伐による。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁経
済部林務課及び礼文町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 枝幸郡枝幸町下幌別 、
２ 指 定 の 目 的 風害の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道宗谷支庁経済部林務課及び枝幸町役
場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指

定を解除する予定である。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 釧路郡釧路町中央十丁目 の３
２ 保安林として指定された目的 霧害の防備
３ 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第 条の規定
により、その通知の内容を鹿追町役場の掲示場に掲示する。その要旨は、平成 年農林水産
省告示第 号のとおりである。

平成 年２月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

所在が不分明な者
河東郡鹿追町幌内 の５所在の森林について所有権を有する 林 和 弘

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日から
２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 八 雲 北 檜 山 線 久遠郡せたな町北檜山区富里 番２地先から 平成
北海道函館土木現業所 久遠郡せたな町北檜山区富里 番１地先まで
道道 八 雲 北 檜 山 線 久遠郡せたな町北檜山区富里 番地先から 同
北海道函館土木現業所 久遠郡せたな町北檜山区富里 番２地先まで
道道 磯 谷 蘭 越 線 磯谷郡蘭越町字共栄 番地先から 同
北海道小 土木現業所 磯谷郡蘭越町字共栄 番１地先まで
道道 船泊港利礼公園線 礼文郡礼文町大字船泊村字ベンザイトマリ 同
北海道稚内土木現業所 番１地先から礼文郡礼文町大字船泊村字ベン

ザイトマリ 番地先（国有未開地）まで
道道 幸福インター線 帯広市幸福町東６線 番３地先から 平成
北海道帯広土木現業所 帯広市幸福町東２線 番２地先まで 午前 時
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北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日から
２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、区域及び縦覧場所
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
遠 軽 安 国 線 紋別郡遠軽町南町１丁目１番６ 前 から 一般国道 号
北海道網走土木現業所 地先から紋別郡遠軽町東町３丁 まで 重複

目８番 地先まで
後 から 一般国道 号

まで 重複
上士幌士幌音更線 河東郡上士幌町字上士幌東３線 前 から 一般国道 号
北海道帯広土木現業所 番５地先（一般国道 号交 まで 重複

点）から河東郡上士幌町字上士
幌東３線 番２地先まで
河東郡上士幌町字上士幌東３線 前 から 一般国道 号
番１地先（一般国道 号交 まで 重複

点）から河東郡上士幌町字上士
幌東３線 番２地先まで
河東郡上士幌町字上士幌東３線 後 から 一般国道 号
番１地先（一般国道 号交 まで 重複

点）から河東郡上士幌町字上士
幌東３線 番２地先まで

支 庁 告 示

北海道宗谷支庁告示第１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

北海道宗谷支庁長 日 野 健 一
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量

調達をする物品等の名称及び数量は、次のアからキまでに掲げるものについて、それ
ぞれ次のアからキまでに定めるところによるものとし、それぞれ入札を実施する。
ア 複写機等の賃貸借その１
デジタル複写機等の賃貸借 １台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価

イ 複写機等の賃貸借その２
デジタル複写機等の賃貸借 １台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価

ウ 複写機等の賃貸借その３
デジタルカラー複写機等の賃貸借 １台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価

エ 複写機等の賃貸借その４
デジタル複写機等の賃貸借 １台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価

オ 複写機等の賃貸借その５
デジタルカラー複写機等の賃貸借 １台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価

カ 複写機等の賃貸借その６
デジタルカラー複写機等の賃貸借 １台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価

キ 複写機等の賃貸借その７
デジタル複写機等の賃貸借 １台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価

調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月３日から平成 年３月 日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること（平成 年北海道告示第９号の第７又は平成 年北海道告示第 号の
第７の規定により、物品の購入（複写サービスに係るものに限る。）の資格を有するた
め、物品の賃貸借（複写機に係るものに限る。）の資格を有するとみなされた者を含
む。）。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の迅速なアフターサービス・メンテ
ナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
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るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年３月１日（水）から 日（水）までの午前９時から

午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く。）。
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 申請書類の提出先は、１の のアからキまでに掲げる複写機

等の賃貸借について、それぞれ次の から までに定めるとこ
ろに提出すること。

複写機等の賃貸借その１
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号
北海道宗谷支庁総務部会計課
複写機等の賃貸借その２からその６まで
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号
北海道稚内土木現業所総務課
複写機等の賃貸借その７
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号
北海道宗谷保健福祉事務所保健福祉企画課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所

契約条項を示す場所は、１の のアからキまでに掲げる複写機等の賃貸借について、そ
れぞれ次の から までに定めるところによる。

複写機等の賃貸借その１
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号
北海道宗谷支庁総務部会計課
複写機等の賃貸借その２からその６まで
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号
北海道稚内土木現業所総務課
複写機等の賃貸借その７
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号
北海道宗谷保健福祉事務所保健福祉企画課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所
入札場所は、１の のアからキまでに掲げる複写機等の賃貸借について、それぞれ次

のアからウまでに定める場所で行う。

ア 複写機等の賃貸借その１
北海道稚内市末広４丁目２番 号 宗谷合同庁舎４階大会議室（送付による場合は、

郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号 北海道宗谷支庁総務部会計
課）
イ 複写機等の賃貸借その２からその６まで
北海道稚内市末広４丁目２番 号 宗谷合同庁舎３階入札室（送付による場合は、
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号 北海道稚内土木現業所総務
課）
ウ 複写機等の賃貸借その７
北海道稚内市末広４丁目２番 号 宗谷合同庁舎４階大会議室（送付による場合は、
郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号 北海道宗谷保健福祉事務所
保健福祉企画課）
入 札 日 時
入札日時は、１の のアからキまでに掲げる複写機等の賃貸借について、それぞれ次

のアからウまでに定める場所で行う。
ア 複写機等の賃貸借その１
平成 年３月 日 午前 時（送付による場合は、平成 年３月 日までに必着）

イ 複写機等の賃貸借その２からその６まで
平成 年３月 日 午後１時 分（送付による場合は、平成 年３月 日までに必

着）
ウ 複写機等の賃貸借その７
平成 年３月 日 午前 時（送付による場合は、平成 年３月 日までに必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で直接交付する。

なお、郵便による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、申請書類は、１の のアからキまでに掲げる複写機等
の賃貸借について、それぞれ次のアからウまでに定めるところ
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においてダウンロードすることができる。
ア 複写機等の賃貸借その１

北海道宗谷支庁会計課のホームページ
（ ）

イ 複写機等の賃貸借その２からその６まで
北海道稚内土木現業所のホームページ
（ ）

ウ 複写機等の賃貸借その７
北海道宗谷保健福祉事務所のホームページ
（ ）

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
入札は１の に掲げる複写機等の賃貸借その１からその７までについてそれぞれ実施す
るものとし、すべての入札金額（単価）が、北海道財務規則（昭和 年北海道規則第
号）第 条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の範囲内であ
る入札（有効な入札に限る。）をした者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額
（単価）にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額）が最低の価格である者を落札者
とする。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地は、１の のアからキまでに掲げる
複写機等の賃貸借について、それぞれ次の から までに定めるところによる。

複写機等の賃貸借その１
ア 名 称 北海道宗谷支庁総務部会計課
イ 所 在 地 郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号

電話番号
複写機等の賃貸借その２からその６まで
ア 名 称 北海道稚内土木現業所総務課
イ 所 在 地 郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号

電話番号
複写機等の賃貸借その７
ア 名 称 北海道宗谷保健福祉事務所保健福祉企画課
イ 所 在 地 郵便番号 北海道稚内市末広４丁目２番 号

電話番号

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．

．

．
．

．

．

札 幌 医 科 大 学 告 示
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札幌医科大学告示第８号

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成 年 月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 資格及び調達をする物品等の種類
平成 年度において道が締結しようとする に定める契約に係る一般競争入札に参加す

る者に必要な資格は、 に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 号）第２条第２号
に規定する物品等の種類は、 に定めるものとする。

契 約 平成 年２月 日に一般競争入札の公告を行う札幌医科大学
（附属病院地下２階主電気室）で使用する電力の需給契約

資 格 札幌医科大学（附属病院地下 階主電気室）電力需給契約に関
する資格（以下「資格」という。）

物 品 等 の 種 類 電力
２ 資 格 要 件

平成 年北海道告示第 号の１の 、 、 及び によるほか、次による。
電気事業法（昭和 年法律第 号）第３条第１項に規定する一般電気事業の許可を

受けている者又は同法第 条の２第１項の規定による特定規模電気事業の届出を行って
いる者
供給開始日から送電をすることが可能であること。

３ 資格審査の申請の時期及び方法
申 請 の 時 期
資格審査の申請は、平成 年２月 日から３月 日までの間にしなければならない。
申 請 の 方 法
資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成し
た申請書類を提出することにより行わなければならない。
ア 提出先の名称 札幌医科大学事務局管財課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

４ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続き並びに資格の喪失
平成 年北海道告示第 号の３の のア、エ、オ、 、 の 、 及び の による。

札幌医科大学告示第９号

次のとおり、一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 調達をする物品等の名称
札幌医科大学（附属病院地下２階主電気室）で使用する電力
基 本 料 金 契約電力 １ 当たりの単価
電力量料金 昼間電力量 １ 当たりの単価

夜間電力量 １ 当たりの単価
イ 数量

契 約 電 力
年間予定使用電力量
昼間電力量
夜間電力量

調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所 札幌医科大学（附属病院地下２階主電気室）

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年札幌医科大学告示第８号に規定する資格を有すること。

３ 契約条項を示す場所
札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学本部棟４階管財課入

札室（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区南１
条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時（送付による場合は、平成 年３月
日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課
交 付 方 法 の場所で交付する。
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なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵便料金に
相当する郵便切手を添えて、札幌医科大学事務局管財課に申し込む
こと。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
すべての入札金額（単価）が北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第

１項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な入札に限
る。）をした者のうち、入札総価額（各入札金額（単価）にそれぞれの予定数量を乗じて
得た額の合計金額）が最低である者を落札者とする。
８ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局管財課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

電話番号 内線
９
．
．

．

．
．

札幌医科大学告示第 号

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。

平成 年２月 日
札幌医科大学長 今 井 浩 三

１ 資格及び調達をする物品等の種類
平成 年度において道が締結しようとする に定める契約に係る一般競争入札に参加す

る者に必要な資格は、 に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 号）第２条第２号
に規定する物品等の種類は、 に定めるものとする。

契 約 平成 年２月 日に一般競争入札の公告を行う札幌医科大学
（附属病院看護師宿舎）で使用する電力の需給契約

資 格 札幌医科大学（附属病院看護師宿舎）電力需給契約に関する資
格（以下「資格」という。）

物 品 等 の 種 類 電力
２ 資 格 要 件
平成 年北海道告示第 号の１の 、 、 及び によるほか、次による。
電気事業法（昭和 年法律第 号）第３条第１項に規定する一般電気事業の許可を

受けている者又は同法第 条の２第１項の規定による特定規模電気事業の届出を行って
いる者
供給開始日から送電をすることが可能であること。

３ 資格審査の申請の時期及び方法
申 請 の 時 期
資格審査の申請は、平成 年２月 日から３月 日までの間にしなければならない。
申 請 の 方 法
資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成し
た申請書類を提出することにより行わなければならない。
ア 提出先の名称 札幌医科大学事務局管財課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

４ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続き並びに資格の喪失
平成 年北海道告示第 号の３の のア、エ、オ、 、４の 、 及び の による。

札幌医科大学告示第 号

次のとおり、一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
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１ 入札に付する事項
調達をする物品等の名称及び数量
ア 調達をする物品等の名称
札幌医科大学（附属病院看護師宿舎）で使用する電力
基 本 料 金 契約電力 １ 当たりの単価
電力量料金 平日電力量 １ 当たりの単価

休日電力量 １ 当たりの単価
イ 数 量

契約予定電力
年間予定使用電力量
平日電力量
休日電力量

調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所 札幌医科大学（附属病院看護師宿舎）

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年札幌医科大学告示第 号に規定する資格を有すること。

３ 契約条項を示す場所
札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学本部棟４階管財課入

札室（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区南１
条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時 分（送付による場合は、平成 年
３月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵便料金に
相当する郵便切手を添えて、札幌医科大学事務局管財課に申し込む

こと。
７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
すべての入札金額（単価）が北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第

１項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な入札に限
る。）をした者のうち、入札総価額（各入札金額（単価）にそれぞれの予定数量を乗じて
得た額の合計金額）が最低である者を落札者とする。
８ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局管財課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

電話番号 内線
９
．
．

．

．
．

札幌医科大学告示第 号

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の 第１項の規定により、一般競争入札
に参加する者に必要な資格を定めた。
平成 年２月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 資格及び調達をする物品等の種類
平成 年度において道が締結しようとする に定める契約に係る一般競争入札に参加す
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る者に必要な資格は、 に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 号）第２条第２号
に規定する物品等の種類は、 に定めるものとする。

契 約 平成 年２月 日に一般競争入札の公告を行う札幌医科大学
（附属病院ファミリーハウス）で使用する電力の需給契約

資 格 札幌医科大学（附属病院ファミリーハウス）電力需給契約に関
する資格（以下「資格」という。）

物 品 等 の 種 類 電力
２ 資 格 要 件

平成 年北海道告示第 号の１の 、 、 及び によるほか、次による。
電気事業法（昭和 年法律第 号）第３条第１項に規定する一般電気事業の許可を

受けている者又は同法第 条の２第１項の規定による特定規模電気事業の届出を行って
いる者
供給開始日から送電をすることが可能であること。

３ 資格審査の申請の時期及び方法
申 請 の 時 期
資格審査の申請は、平成 年２月 日から３月 日までの間にしなければならない。
申 請 の 方 法
資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成し
た申請書類を提出することにより行わなければならない。
ア 提出先の名称 札幌医科大学事務局管財課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

４ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続き並びに資格の喪失
平成 年北海道告示第 号の３の のア、エ、オ、 、４の 、 及び５の による。

札幌医科大学告示第 号

次のとおり、一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 調達をする物品等の名称
札幌医科大学（附属病院ファミリーハウス）で使用する電力

基 本 料 金 契約電力 １ 当たりの単価
電力量料金 昼間電力量 １ 当たりの単価

夜間電力量（蓄熱電力量を除く） １ 当たりの単価
夜間電力量（蓄熱電力量） １ 当たりの単価

イ 数 量
契約予定電力
年間予定使用電力量
昼間電力量
夜間電力量（蓄熱電力量を除く）
夜間電力量（蓄熱電力量）

調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所 札幌医科大学（附属病院ファミリーハウス）

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年札幌医科大学告示第 号に規定する資格を有すること。

３ 契約条項を示す場所
札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学本部棟４階管財課入

札室（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区南１
条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時 分（送付による場合は、平成 年
３月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 札幌市中央区南１条西 丁目 札幌医科大学事務局管財課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵便料金に
相当する郵便切手を添えて、札幌医科大学事務局管財課に申し込む
こと。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
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落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
すべての入札金額（単価）が北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第

１項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な入札に限
る。）をした者のうち、入札総価額（各入札金額（単価）にそれぞれの予定数量を乗じて
得た額の合計金額）が最低である者を落札者とする。
８ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局管財課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区南１条西 丁目

電話番号 内線
９
．
．

．

．
．

道立小児総合保健センター
告 示

北海道立小児総合保健センター告示第３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

北海道立小児総合保健センター所長 工 藤 亨
１ 入札に付する事項
ア 調達をする物品等の名称及び数量

調達をする物品等の名称 重油（ １種２号）１ 当たりの単価
数 量 調達予定数量

イ 調達をする物品等の仕様等 硫黄分 ％以下のもの
ウ 契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
エ 納 入 場 所 北海道立小児総合保健センター
入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
ア 平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の
資格を有すること。
イ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
ウ 石油の備蓄の確保に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第１項に定める石油
製品販売業の届出をしていることを証明した者であること。
エ 調達をする重油を北海道立小児総合保健センター所長が指定する日時、場所に十分
納入できることを証明した者であること。
条件付一般競争入札参加の審査
ア この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号。以下「政令」という。）第

条の５の２の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとす
る者は、 から までに定めるところにより、１の のウ及びエに掲げる資格を有す
るかどうかの審査を申請しなければならない。

申 請 の 時 期 平成 年２月 日から３月３日まで
申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出し

なければならない。
申請に必要な関係書類
１の のウに掲げる資格を有するかどうかの審査については、当該届出書の写

しを提出しなければならない。
１の のエに掲げる資格を有するかどうかの審査については、石油精製会社

（元売業者を含む。）の供給証明書又は出荷証明書、引き受け証明書等その他こ
れ等に準ずるもので、数量の確保について証明されたもの（代表者の承認印があ
るものに限る。）及び試験成績分析表を徴することができることを証明する書類
を提出しなければならない。
申請書類の提出先 郵便番号 北海道小 市銭函１丁目 番１号

北海道立小児総合保健センター総務部総務課
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イ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
契約条項を示す場所
北海道小 市銭函１丁目 番１号 北海道立小児総合保健センタ 総務部総務課
入札執行場所及び日時
ア 入 札 場 所 北海道小 市銭函１丁目 番１号 北海道立小児総合保健

センター２階会議室（送付による場合は、郵便番号
北海道立小児総合保健センター総務部総務課）

イ 入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時（送付による場合は、平成
年３月 日必着のこと。）

ウ 開 札 場 所 アに同じ。
エ 開 札 日 時 イに同じ。
入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。
入札説明書の交付に関する事項
ア 交 付 場 所 １の に同じ。
イ 交 付 方 法 アの場所で交付する。

なお、送付による交付を希望する場合は、 ４判用紙が折
らずに入る返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量

までの郵便料金に見合う郵便切手を添えて、 のアまで
申し込むこと。

落札者の決定方法及び契約書の作成の要否
平成 年北海道告示 号の２の のウ及び３の による。
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び による。

．

．
．

２ 入札に付する事項
ア 調達をする物品等の名称及び数量
次の調達をする物品又はこれと同等の品質を有する同規格単位のもの１箱当たりの

単価
調達をする物品等の名称
ノルディトロピンノルディフレックス注（ １筒／箱）１筒／箱当たりの単価
数 量 調達予定数量 箱

イ 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
ウ 契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
エ 納 入 場 所 北海道立小児総合保健センタ
入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
ア 平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の
資格を有すること。
イ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
ウ 薬事法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により医薬品販売業の許可を
受けていること。
エ 調達をする医薬品を北海道立小児総合保健センタ 所長が指定する日時及び場所に
納入できることを証明した者であること。
条件付一般競争入札参加の審査
ア この入札は、政令第 条の５の２の規定による条件付一般競争入札であるので、
入札に参加しようとする者は、 から までに定めるところにより、２の のウ及び
エに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

申 請 の 時 期 平成 年２月 日から３月３日まで
申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した関係書類を提出し

なければならない。
申請書類の提出先 郵便番号 北海道小 市銭函１丁目 番１号

北海道立小児総合保健センタ 総務部総務課
イ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
契約条項を示す場所
１の に同じ。
入札執行の場所及び日時
ア 入 札 場 所 北海道小 市銭函１丁目 番１号 北海道立小児総合保健

センタ ２階会議室（送付による場合は、郵便番号
北海道立小児総合保健センター総務部総務課）

イ 入 札 日 時 平成 年３月 日 午後１時 分（送付による場合は、平
成 年３月 日必着のこと。）

ウ 開 札 場 所 アに同じ。
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エ 開 札 日 時 イに同じ。
入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。
入札説明書の交付に関する事項
ア 交 付 場 所 １の に同じ。
イ 交 付 方 法 アの場所で交付する。

なお、送付による交付を希望する場合は、 ４判用紙が折
らずに入る返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量

までの郵便料金に見合う郵便切手を添えて、 のアまで
申し込むこと。

落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のウ及び３の による。
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次に

よる。
ア 入札者に求められる義務
入札希望者が本告示と同等の品質を有する同規格単位のもので入札しようとする場
合は、２の のイに定める当該医薬品に係る有効性等の資料及び製剤見本を入札の前
日までに提出しなければならない。入札希望者の作成した資料は、契約担当者が審査
するものとし、２の のウに定める審査基準に照らした結果、採用可能と判断された
場合のみ当該入札を落札決定の対 とする。
なお、入札希望者は、入札の前日までの間において、契約担当者から当該医薬品の
有効性及び安全性等について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
イ 医薬品の有効性等に関する資料

組成、効能、効果及び用法・用量等に関する資料
安全性に関する資料
吸収、分布、代謝及び排せつに関する資料

ウ 審査基準
入札希望者が入札に付そうとする医薬品の有効性及び安全性等について、提出され
た資料等に基づき審査し、本告示と同等の品質を有する同規格単位と判断されたもの
を採用可能とする。

．

．
．

３ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立小児総合保健センター総務部総務課
所 在 地 郵便番号 北海道小 市銭函１丁目 番１号

電話番号 内線 又は

道 立 紋 別 病 院 告 示

北海道立紋別病院告示第２号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

北海道立紋別病院長 及 川 郁 雄
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量
北海道立紋別病院（一般病棟を除く）清掃業務 一式
調達をする特定役務の仕様等 入札説明書、業務仕様書及び作業要領による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
履 行 場 所 北海道紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院（一般

病棟を除く）
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する庁舎等清掃の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
平成 年２月 日以降、資格審査の申請をする日までに道から一般競争入札において

庁舎等清掃業務の受注実績がある場合、契約の履行に関して改善命令等を受けていない
こと。
医療法施行規則（昭和 年厚生省令第 号）第９条の に規定する基準に適合してい

る者であること。



北 海 道 公 報 第 号平成 年２月 日（金曜日）

資格審査の申請をする日の直前２営業年度分（当該２営業年度が 月に満たない場合
は 月分）の決算において１の に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を
締結し、かつ、誠実に履行している者であること。

から までに掲げるもののほか、入札説明書に定める入札参加資格要件を満たすも
のであること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２規定による

条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定める
ところにより、２の から までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけれ
ばならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月 日から３月３日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道紋別市 町５丁目６番８号

北海道立紋別病院庶務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約事項を示す場所
北海道紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院庶務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 北海道紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院別棟１

階会議室（送付による場合は、郵便番号 北海道立
紋別病院庶務課）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時 分（送付による場合は、平成
年３月 日（月）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１ 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 日 時 平成 年２月 日から３月３日まで
交 付 場 所 北海道紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院庶務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
落札者の決定方法

北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予
定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とす
る。
最低価格の入札者を落札者としない場合
この入札は、低入札価格調査の基準価格を設定しており、基準価格に満たない入札が
行われた場合は、最低の価格でもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならな
い場合がある。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立紋別病院庶務課
所 在 地 郵便番号 北海道紋別市 町５丁目６番８号

電話番号 内線

．

．

．

道 人 事 委 員 会 規 則

北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年２月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則

北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則 ）の一部を次

のように改正する。
第５条の９の見出し中「勤務の制限」を「早出遅出勤務等」に改め、同条中「勤務」を
「早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務」に改め、同条を第５条の とする。
第５条の８の見出し中「職員の」の次に「早出遅出勤務並びに」を加え、同条中「同条第
１項第４号を」を「同条第１項第３号及び第４号を」に、「及び前条」を「、第５条の７
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（同条第１項第３号及び第４号を除く。）、第５条の８及び前条」に、「同条第１項第４号
及び」を「同条第１項第３号及び第４号並びに」に、「第５条の４第１項第１号及び第３号
中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第２号」を「第５条の４第１項第１号、第５条の
７第１項第１号及び前条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、第５条の４第１
項第２号、第５条の７第１項第２号及び前条第１項第２号」に改め、「、前条第１項第１号
及び第３号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離 又は養子 組の取
消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした
職員との親族関係が消滅した」と」を削り、同条を第５条の とする。
第５条の７第１項第４号中「第５条の５において読み替えて準用する」を「常態として当
該子を養育することができるものとして」に、「定める」を「規定する」に改め、同条を第
５条の９とする。
第５条の６中「第９条の２第２項」を「第９条の３第２項（同条第３項において準用する
場合を含む。）」に改め、同条を第５条の８とする。
第５条の５を削る。
第５条の４第１項第４号中「第５条の２に定める」を「第５条の５に規定する」に改め、
同条を第５条の７とする。
第５条の３第２項中「第９条の２第１項」を「第９条の３第１項」に改め、同条を第５条
の６とする。
第５条の２各号列記以外の部分中「第９条の２第１項」を「第９条の３第１項（同条第３
項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第２項において同じ。）」に改め、同
条第１号中「第９条の２第１項の」を「第９条の３第１項に規定する」に改め、同条を第５
条の５とし、第５条の次に次の３条を加える。
（育児を行う職員の早出遅出勤務）
第５条の２ 条例第９条の２第１項の人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当す
る者とする。

就業していない者（就業日数が１月について３日以下の者を含む。）であること。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困
難な状態にある者でないこと。
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週間）以内に出産する予定である者又は産後

８週間を経過しない者でないこと。
（育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等）
第５条の３ 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、任命権者が定める早出遅出勤務請求
書により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日（以下「早出遅出勤務開
始日」という。）及び末日（以下「早出遅出勤務終了日」という。）とする日を明らかに
して、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

２ 早出遅出勤務の請求（条例第９条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含
む。）の規定による請求をいう。以下同じ。）があった場合においては、任命権者は、公
務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しな
ければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らか
となった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対
しその旨を通知しなければならない。
３ 任命権者は、早出遅出勤務の請求について、その事由を確認する必要があると認めると
きは、証明書類の提出を求めることができる。
第５条の４ 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみな
す。
当該請求に係る子が死亡したこと。
当該請求に係る子が離 又は養子 組の取消しにより当該請求をした職員の子でなく

なったこと。
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該
子を養育することができるものとして第５条の２に規定する者に該当することとなった
こと。

２ 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げ
るいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出
遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
３ 前２項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第１項各号に掲げる事由が生
じた旨を任命権者に届け出なければならない。
４ 前条第３項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第 条中「第７条」を「第６条の２」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年２月 日

北海道人事委員会委員長 泉 川 睦 雄
北海道人事委員会規則

北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則 ）の一部

を次のように改正する。
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第５条の９の見出し中「勤務の制限」を「早出遅出勤務等」に改め、同条中「勤務」を
「早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務」に改め、同条を第５条の とする。
第５条の８の見出し中「職員の」の次に「早出遅出勤務並びに」を加え、同条中「同条第
１項第４号を」を「同条第１項第３号及び第４号を」に、「及び前条」を「、第５条の７
（同条第１項第３号及び第４号を除く。）、第５条の８及び前条」に、「同条第１項第４号
及び」を「同条第１項第３号及び第４号並びに」に、「第５条の４第１項第１号及び第３号
中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第２号」を「第５条の４第１項第１号、第５条の
７第１項第１号及び前条第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、第５条の４第１
項第２号、第５条の７第１項第２号及び前条第１項第２号」に改め、「、前条第１項第１号
及び第３号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離 又は養子 組の取
消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした
職員との親族関係が消滅した」と」を削り、同条を第５条の とする。
第５条の７第１項第４号中「第５条の５において読み替えて準用する」を「常態として当
該子を養育することができるものとして」に、「定める」を「規定する」に改め、同条を第
５条の９とする。
第５条の６中「第９条の２第２項」を「第９条の３第２項（同条第３項において準用する
場合を含む。）」に改め、同条を第５条の８とする。
第５条の５を削る。
第５条の４第１項第４号中「第５条の２に定める」を「第５条の５に規定する」に改め、
同条を第５条の７とする。
第５条の３第２項中「第９条の２第１項」を「第９条の３第１項」に改め、同条を第５条
の６とする。
第５条の２各号列記以外の部分中「第９条の２第１項」を「第９条の３第１項（同条第３
項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第２項において同じ。）」に改め、同
条第１号中「第９条の２第１項の」を「第９条の３第１項に規定する」に改め、同条を第５
条の５とし、第５条の次に次の３条を加える。
（育児を行う職員の早出遅出勤務）
第５条の２ 条例第９条の２第１項の人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当す
る者とする。

就業していない者（就業日数が１月について３日以下の者を含む。）であること。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困
難な状態にある者でないこと。
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週間）以内に出産する予定である者又は産後

８週間を経過しない者でないこと。
（育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等）

第５条の３ 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、教育委員会が定める早出遅出勤務請
求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日（以下「早出遅出勤務
開始日」という。）及び末日（以下「早出遅出勤務終了日」という。）とする日を明らか
にして、あらかじめ教育委員会に請求しなければならない。
２ 早出遅出勤務の請求（条例第９条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含
む。）の規定による請求をいう。以下同じ。）があった場合においては、教育委員会は、
公務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知し
なければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明ら
かとなった場合にあっては、教育委員会は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員
に対しその旨を通知しなければならない。
３ 教育委員会は、早出遅出勤務の請求について、その事由を確認する必要があると認める
ときは、証明書類の提出を求めることができる。
第５条の４ 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみな
す。
当該請求に係る子が死亡したこと。
当該請求に係る子が離 又は養子 組の取消しにより当該請求をした職員の子でなく

なったこと。
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該
子を養育することができるものとして第５条の２に規定する者に該当することとなった
こと。

２ 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げ
るいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出
遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
３ 前２項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第１項各号に掲げる事由が生
じた旨を教育委員会に届け出なければならない。
４ 前条第３項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第６条の２中「同条第３項で規定する」を削り、「同条第２項」を「条例第３条第２項」
に改める。
第 条中「第７条」を「第６条の２」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。
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道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

北海道警察本部長 口 建 史
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称（１ 当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
航空タービン燃料油 ３号
調達をする物品等の仕様等 に同じ。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所 札幌市東区栄町 番 北海道警察本部地域部航空

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の資格を有

すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定による

石油販売業の届出をしていること。
納入する物品について、契約担当者等が指定する数量を納入することができること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月 日から３月 日まで
イ 申 請 の 方 法 提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければなら

ない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部総務部会計課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所

札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課
５ 入札執行の場所及び日時

入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場
（送付による場合は、郵便番号 北海道警察本部総
務部会計課）

入 札 日 時 平成 年３月 日午前９時 分（送付による場合は、平成
年３月 日午前９時まで必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道警察本部総務
部会計課に申し込むこと。
また、北海道警察のホームページ（

）からダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のオ及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

電話番号 内線

．

．
．
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北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月 日

北海道警察本部長 口 建 史
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称（１ 当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
自動車ガソリン １号
自動車ガソリン ２号
軽油 １号
ガソリンエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ
ディーゼルエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所 給油票を提示する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定による

石油販売業の届出をしていること。
揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和 年法律第 号）第３条の規定による揮

発油販売業の登録を受けていること。
納入する物品について、契約担当者等が指定する数量を納入することができること。
次に掲げる庁舎等ごとに定める範囲内で給油（危険物の規制に関する政令（昭和 年

政令第 号）第 条第５項に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（以下
「セルフ給油所」という。）における給油を除く。）が可能なこと。

札幌市内の警察署を除く全道の各警察署管内で給油（セルフ給油所における給油を除
く。）が可能なこと。
札幌市内で 時間給油（セルフ給油所における給油を除く。）が可能なこと。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の から までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月 日から３月 日まで（土曜日及び日曜日を除

く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部総務部会計課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課

５ 入札執行の場所及び日時

名 称 所 在 地 範 囲
北海道警察本部庁舎 札幌市中央区北２条西７丁目 半径３

北海道警察本部琴似庁舎 札幌市西区八軒１条西３丁目１番９号 半径３
北海道警察本部交通機動 砂川分駐所 砂川市東１条南 丁目１番８号 半径３
北海道警察本部交通機動 小 分駐所 小 市富岡１丁目７番１号 半径３
北海道警察本部交通機動 苫小牧分駐所 苫小牧市旭町３丁目５番 号 半径３
北海道警察本部交通機動 登別分駐所 登別市桜木町１丁目 番地６ 半径５
北海道警察本部機動 舎 札幌市南区真駒内 番地 半径５
北海道警察本部高速道路交通警察 札幌市厚別区大谷地西５丁目 番 号 半径３
北海道警察本部高速道路交通警察 朝里分駐所 小 市新光４丁目１番１号 半径３
北海道警察本部高速道路交通警察 北広島分駐所 北広島市大曲並木１丁目１番地１ 半径３
北海道警察本部高速道路交通警察 夕張分駐所 夕張市紅葉山 番地５ 半径３
北海道警察本部高速道路交通警察 苫小牧西分駐所 苫小牧市字錦岡 番地８ 半径３
北海道警察本部高速道路交通警察 室蘭分駐所 室蘭市崎守町 番地 半径５
北海道警察本部高速道路交通警察 長万部分駐所 山越郡長万部町字富野 番地 半径５
北海道警察本部高速道路交通警察 岩見沢分駐所 岩見沢市駒園８丁目８番１号 半径３
北海道警察本部高速道路交通警察 滝川分駐所 滝川市東滝川 番地 半径３
北海道警察本部札幌運転免許試験場 札幌市手稲区 ５条４丁目１番１号 半径３
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入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場
（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北２
条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時（送付による場合は、平成 年
３月 日午前９時必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道警察本部総
務部会計課に申し込むこと。
また、北海道警察のホームページ（

）からダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のオ及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

電話番号 内線

．
．
．
．
．
．

．

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 北海道総務部法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

．

正 誤

○平成 年２月３日（第 号）
北海道告示第 号（農業振興地域の指定の一部改正）中に次のとおり誤りがあったので訂
正する。
ページ 欄 行
５ 左 ７から９まで
誤 ２、３（３、４及び 小班の区域を除く。）、４、５（ 小班の一部及び

小班の区域を除く。）、６、９（８小班及び９小班の一部の区域に限る。）
及び から まで

正 、 （３、４及び 小班の区域を除く。）、 、 （ 小班の一
部及び 小班の区域を除く。）、 、 （８小班及び９小班の一部の区
域に限る。）及び から まで


